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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年7月20日(2017.7.20)

【公開番号】特開2016-152339(P2016-152339A)
【公開日】平成28年8月22日(2016.8.22)
【年通号数】公開・登録公報2016-050
【出願番号】特願2015-29622(P2015-29622)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   5/00     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   5/02     (2006.01)
   Ｂ６０Ｒ  16/02     (2006.01)
   Ｈ０２Ｇ   3/08     (2006.01)
   Ｈ０２Ｇ   3/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    5/00     　　　Ａ
   Ｈ０５Ｋ    5/02     　　　Ｌ
   Ｂ６０Ｒ   16/02     ６１０Ｂ
   Ｈ０２Ｇ    3/08     ０１０　
   Ｈ０２Ｇ    3/16     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月8日(2017.6.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態にかかる基板ユニットの外観を模式的に示した図である。
【図２】第二ケース体を取り外した状態にある本発明の一実施形態にかかる基板ユニット
の外観を模式的に示した図である。
【図３】図１のＡ－Ａ線断面図である（接続部材は図示せず）。
【図４】図１のＢ－Ｂ線断面図である（接続部材は図示せず）。
【図５】ケース内に収容される基板ユニットの外観図である。
【図６】基板ユニットにおける電子部品（一部の端子が導電部材に電気的に接続されるも
の）が実装された部分（基板およびそれに固定された導電部材）を拡大して示した図であ
る。
【図７】基板ユニットにおける電子部品（一部の端子が導電部材に電気的に接続されるも
の）が実装された部分（基板およびそれに固定された導電部材）の断面図であって、ドレ
イン端子およびソース端子を通過する平面で切断した断面図である。
【図８】図１のＣ－Ｃ線断面を模式的に示した図である。
【図９】本発明の一実施形態にかかる基板ユニットを、スリットが形成された側から見た
側面図である。
【図１０】第一ケース体に形成された流路を説明するための図（第一ケース体を平面方向
に沿う面で切断した断面の模式図）であって、突出部を点線で図示することにより突出部
と流路（第二流路部）の位置関係を示した図である。
【図１１】第一流路部と第二流路部が繋がる部分を拡大して示した図であって、突出部を
点線で図示することにより突出部と流路（第二流路部）の位置関係を示した図である。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　電子部品４３は、素子本体４３１および端子部を有する。基板・導電部材組４０には複
数の電子部品４３が実装されている。特定の電子部品４３の少なくとも一部の端子は、基
板４１に形成された開口４１１を通じて導電部材４２の本体部４２１に電気的に接続され
る。このような端子の一部が導電部材４２の本体部４２１に電気的に接続される電子部品
としては、トランジスタ（ＦＥＴ）が例示できる。トランジスタのドレイン端子４３２お
よびソース端子４３３は、導電部材４２の本体部４２１に接続され、ゲート端子４３４は
基板４１の導電パターンに接続される。このように、電子部品４３のうちの少なくとも一
部は、その少なくとも一部の端子が、導電部材４２に対し直接電気的に接続されるもので
ある。別の見方をすれば、全ての端子が基板４１に形成された導電パターンに直接電気的
に接続される電子部品４３（少なくとも一部の端子が導電部材４２に対し直接電気的に接
続されないもの）が存在していてもよいということである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
  第一流路部６１の第二出口７２は、ケース１ａの前後方向中央側に設けられている。第
二の部分６１２は、第一ケース体１０（枠部材１１）に形成された空間部６１３に繋がっ
ている。当該空間部６１３が第二出口７２に繋がっている（図９～図１１等参照）。つま
り、本実施形態における第一流路部６１は、第一の部分６１１、第二の部分６１２および
空間部６１３から構成されるものである。つまり、排水用流路６０は、水が流れることが
可能な領域であれば溝のような細長い形状でない部分を含んでいてもよい（空間部６１３
のようなまとまった領域を含んでいてもよい）。第一の部分６１１および第二の部分６１
２は、上方が開口した溝であり、当該開口を覆うように第二ケース体２０が設けられる。
空間部６１３は、第三ケース体３０に覆われる部分である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　第一ケース体１０を構成する枠部材１１の外縁の少なくとも一部には、段差が形成され
ている。具体的には、第一流路部６１（第一の部分６１１、第二の部分６１２、空間部６
１３）の底面よりも低くなるように凹んだ段差部１５が形成されている。また、第一ケー
ス体１０を構成する枠部材１１には、上方に向かって突出した突起である支持突起１４が
形成されている。当該支持突起１４の上面が上記土台部１２となる。支持突起１４の外面
には、外側に向かって突出したロック突起１４１が形成されている。支持突起１４の外面
は段差部１５の上下方向に沿う面と同一（面一）である。枠部材１１には、側方から見て
、支持突起１４の根元部分の一部が抉られたような溝（横溝６１３ａ）が形成されている
。当該横溝６１３ａは空間部６１３の一部である（図２、図９等参照）。
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